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徳島小松島港災害時事業継続計画（徳島小松島港BCP）について

　今回、策定された徳島小松島港災害時事業継続計画（徳島小松島港ＢＣＰ）は、大規模災害時の各種活動（被災施設応急復旧活動、
救援物資輸送活動、人の海上輸送活動、企業物流継続活動）の方向性、各関係者に期待される事項等、関係者間で共有すべき必要事項
について集約したもので、概要を以下に記載します。

【各種活動全体の流れ】

発　災

【被災後の事態想定】

参集・体制設置

施設の被災状況の点検等

水域啓開（港内の水域の障害物の調査、除去等）
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荷役体制の構築

貨物船の航行支援体制の構築

港湾の運用が円滑に行われる

ような体制の構築

人の海上輸送活動の開始
耐震強化岸壁における救援

物資輸送船の受け入れ準備

救援物資輸送船の着岸と

荷役作業等の実施

救援物資輸送活動 企業物流継続活動

○沖洲（外）地区と
赤石地区の耐震強
化岸壁は、発災後
も被災程度は軽微
で、早期に利用可
能となるものと想
定する。

沖洲地区
・岸壁損壊
・フェリー運航停止

沖洲（外）地区
・岸壁損壊
・橋の崩落
・道路の沈下

津田地区
・岸壁損壊
・港内への原木の
　流出、漂流
・フェリー運航停止

人の海上輸送活動

耐震強化岸壁

耐震強化岸壁

金磯地区
・岸壁損壊
・港内への原木の流出、
　漂流

赤石地区
・港内へのコンテナの
　流出、漂流、沈下

港湾区域内
・港内へのコンテナ、
　原木、自動車、筏等
　の流出、漂流、沈下

横須地区
・岸壁損壊
・港内への木材、
　自動車等の流出、
　漂流、沈下

①被災想定
想定地震：東南海・南海地震（平成15年 中央防災会議）
地震の規模：Ｌ１津波を起こす地震動

②被災施設応急復旧活動
［1］発災から20時間以内に沖洲（外）地区、赤石地区の港湾施設、72時間以内に津田地区の港湾施設の被災状況の点検を終了する。
［2］発災から72時間以内に沖州（外）地区、赤石地区の耐震強化岸壁に至る水域の、緊急の水域啓開、障害物の除去等を終了する。
［3］発災から１週間以内に沖州（外）地区、赤石地区の耐震強化岸壁に至る水域、１ヶ月以内に津田地区（－10ｍ岸壁）、赤石地区
　　（－13ｍ岸壁）に至る水域の、大型の障害物の除去等を終了する。

［4］発災から72時間以内に沖洲（外）地区、赤石地区の耐震強化岸壁及び周辺、１ヶ月以内に津田地区（－10ｍ岸壁）、赤石地区
　　（－13ｍ岸壁）周辺の港湾施設の応急復旧を終了する。

③救援物資輸送活動
［1］発災から72時間以内に、徳島小松島港沖洲（外）地区、赤石地区の耐震強化岸壁へ救援物資輸送船舶を受け入れ、救援物資の
　　荷役を開始する。

［2］発災から96時間以内に、耐震強化岸壁から輸送拠点を経由して、徳島市、小松島市内の避難所へ救援物資が届くようにする。
［3］救援物資の取扱量は、ピーク時で１日527トンを目安とする。
［4］必要に応じ、徳島市、小松島市の河川も活用して、救援物資の市内への配送を実施する。

④人の海上輸送活動
［1］発災後22時間以内に、徳島小松島港内で被災施設応急復旧活動等の各種活動にあたる要員等を輸送するための、臨時航路を開
　　設する。

［2］発災後72時間以内に、各種活動にあたる要員等を内陸部に輸送する、河川を活用した臨時航路を活用する。

⑤企業物流継続活動
［1］発災後１週間以内に、徳島小松島港沖洲（外）地区（耐震強化岸壁）におけるＲＯＲＯ貨物等、赤石地区（耐震強化岸壁）に
　　おけるコンテナ貨物等の取り扱いを一部再開可能とする。

［2］発災後１ヶ月以内に、徳島小松島港津田地区（－10ｍ岸壁）における原木等の取り扱いを、赤石地区（－13ｍ岸壁）における
　　チップ等の取り扱いを、一部再開可能とする。

【各項目の概要】

【今後の予定】
《　協議事項 ／ 目　　標　》

　今後の課題としては、確実な情
報通信方法の確立、資機材の確保、
想定以上の被害対応など各種考え
られます。
　そこで、継続した検討体制を構
築するため、平成26年度以降は、

“徳島小松島港機能継続連絡協議
会”を設立し訓練実施や課題解決
に向けた検討、改定作業を継続し
て行う予定です。

※右記：今後のスケジュール参照

●徳島小松島港機能継続連絡協議会の設立
●徳島小松島港ＢＣＰの周知、確認
●広域対応の検討

・相互の意志疎通
・連絡体制の確認
・四国ＢＣＰとの整合

●机上訓練（固定シナリオ型） ・反省点、問題点の確認

●徳島小松島港ＢＣＰ改訂 ・ＢＣＰ改訂案

●徳島小松島港ＢＣＰ［応用編］検討 ・応用編策定

●徳島小松島港ＢＣＰ［応用編］検討
●個別ＢＣＰや事前予防措置の状況

・個別ＢＣＰの推進

●参加機関の追加
●他の港湾との連携

・地域継続計画（ＤＣＰ）へ
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